
 

二女は今年 2 月末から 10 月初めまで大学を休学し、ドイツ国際平和村（戦争や紛争で傷ついた子どもたちを

ドイツに運び、治療やリハビリを行って母国に帰す活動を行っている施設）で研修生として 

働いていました。先日帰国したので、今回はその体験記を紹介します。 

① 長期休暇 
ドイツでは法律で、雇用者は職員に必ず規定の日数分の長期休暇を与えなければなりません。私の場合、7

カ月の研修にもかかわらず、24.5 日分の長期休暇でした。同じ部署で働いている職員と調整して確保します。 

私はこの職場で 1歳から 5歳の子どもたちの面倒をみていましたが、上司のミスで、度々子どもたちがおい

しそうな食事を前にして、じっと我慢しなければならないことがあり、私はストレスを感じていました。 

休暇前の私は「仕事が機能的にまわらないのは、上司の責任だ」と投げやりに考え、改善しようとは思いも

しませんでした。しかし、長期休暇で十分リフレッシュした後は、効率的に仕事を行い、余った時間を子ども

たちのためにと能動的に考えることができるようになりました。上司にもミスがないように確認をとるように

改善し、仕事が能率的に回るようになりました。 

仕事をすることがマンネリ化すると、投げやりになりちょっとしたアイデアもできにくいものです。あるド

イツ人スタッフが、「長期休暇をとることで、再び仕事の楽しさも味わえるし、啓発的な考えも生まれてくる。」

と言っていましたが、確かに長期休暇は、ただ個人がリフレッシュするだけでなく、職場に良い影響を与える

ものでもあると実感できました。 

② 日本人の現状 
私がドイツに滞在している時、最も印象に残ったのは、観光に来た日本人はいつもせかせかしていることで

す。ひっきりなしにデジカメを押し、1 日で 1 つの町ではもったいないからといくつもの町に行く日本人が滑

稽に思えました。あるホテルに泊まった時、朝一に朝ごはんを食べているのは日本人だけでした。他国の観光

客はゆっくり朝起きて、まったりと観光を楽しむのでしょう。 
ドイツ人に限って言えば、休暇は静かな町に何日間も泊まり、ゆっくり朝起きて静かに読書をしたり散歩を

したりするのが一般的です。日本人はお金を持っていても、豊かな時間を持っていない人（持つことができな

い人）が多いのだと残念に思いました。 
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～経営理念～ 

一、私たちは、納税者の権利を守り、中小企業と国民を大切にする税制の実現をめざします。 

一、私たちは、税務・会計・経営のエキスパートとして、中小企業のよりよきアドバイザーになることをめざします。 

一、私たちは、みんなで創造し、みんなで分かち合い、みんなで成長しあえる事務所になることをめざします。 

一、私たちは、地域にあてにされ、地域に貢献し、中小企業が光となるような社会をめざします。 

 

㈱総合会計  所長 金巨 功 

総合会計事務所ニュース 

 



 

 

 

 
 

 現在、新しくなった政府税制調査会において税制改正について議論されています。 

その内容はかなり広範囲に渡っていますが、このニュースがお手元に届く頃にはかな

り具体的な形が見えているものもあるかと思います。その内容については現時点で詳細

が明らかになっていないものがほとんどですので、次回以降のニュースで改めてご案内

していきたいと思っております。 

  

今回は、税制改正のニュースの中でも頻繁に出てきます「租特法（そとくほう）」につ

いて触れてみたいと思います。 

 「租特法」とは「租税特別措置法（そぜいとくべつそちほう）」の略になります。 

「租税特別措置法」は昭和 32 年に制定され、その時の経済政策や税収不足を補う目的

で期間を限定して定められる法律です。その内容は、投資を促進する目的で減税される

項目や暫定的に税率を上乗せして増税される内容のものもあり、国税に関連する項目だ

けでも約 300 項目あります。 

 本来「租税特別措置法」は“期間を限定して”定められているものなのですが、例年

であれば毎年 3月 31 日に失効する法案であってもそのまま延長されることが多く、長い

間「租税特別措置法」のまま運用されている項目も多くあります。 

今回、新たに発足した「租税特別措置法及び非課税等特別措置の見直しのための論点

整理に関するプロジェクトチーム」では平成 22 年 3 月 31 日に期限切れを迎える特例措

置から優先的に検討する（ゼロベースからの徹底した見直し）とされています。 

 ちなみに、平成 22 年 3 月 31 日に期限切れとなるものは、国税関連で 47 項目、地方税

関連で 76 項目あります。その中でも法人税関連の「租税特別措置法」のうち主なもの 

では 

 

・ 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 

・ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・税額控除 

・ 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却・税額控除 

・ 交際費等の損金不算入 

・ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 

・ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

などがあります。 

 

 また、ニュースでもよく流れていますガソリン税（揮発油税及び地方道路税）の 

暫定税率も「租税特別措置法」により定められています。1974 年から適用されており、 

延長を繰り返して現在に至っています。 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーシック手術とは、目の角膜をレーザーで削って角膜の形を変えて屈折率を変えることで、

近視や乱視などを矯正する手術方法です。レーシック手術にかかる費用は保険適用外の自由診

療のため、概ね 10万円から 50 万円と高額です。 

  ここで勘のいい人は、「メガネやコンタクトレンズの購入費用は医療費控除の対象外だから、

レーシック手術費用も対象外になるのでは？」と感じると思います。どうして同じように近視や遠

視等を矯正するものでも、このように取り扱いが変わってしまうのでしょうか。それは、支払った費

用がどのようなものに該当するかで判断されます。所得税法第73条では、「医師による診療又は

治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入」に該当するものが医療費控除の対象になるとされ

ています。つまり、レーシック手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復さ

せるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費

控除の対象となります。それに対して、メガネやコンタクトレンズといった、近視や遠視等のため

に日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、

医療費控除の対象とはなりません。ここが大きな違いとなります。 

 また、レーシック手術を受けるためにかかった手術費用だけでなく、病院までの交通費やレーシ

ック手術を受けるための検査代金についても、合わせて医療費控除の対象にすることができるの

で、確定申告の際には忘れず申告するようにしましょう。 

 

事例 Ｑ ＆ Ａ 

Ｑ．先日、レーシック手術を受けて多額の費用がかかったのですが、この費用は、確定申告

の際の医療費控除の対象になるのでしょうか？ 

Ａ．レーシック手術費用は所得税の医療費控除の対象となります。 



 

  
 
 
 

登 山 日 

2009 年 7 月 5 日 

山   名     

西鳳翩山・東鳳翩山 

（にしほうべんざん、ひがしほうべんざん 山口市 標高 743ｍ） 
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西鳳翩山・東鳳翩山の縦走は今回が初めて、交差縦走は今回で 2回目です。 

交差縦走とは、複数の人が別々の登山口から出発し、どこかですれ違い、車の鍵

を交換し、それぞれ別の登山口に下山して、行きとは違う車に乗り集合場所で合流

するという手法です。 

 

私は B班で行程は、AM8：00 県庁駐車場→AM8：40西鳳翩山登山口→AM9：40 東鳳

翩山縦走路入り口 AM11：00（A 班）と合流（昼食・冷えた素麺に舌鼓を打つ） 

AM11：40 出発 12：00 地蔵峠を経て東鳳翩山山頂着→12：20 天花畑分岐（一の坂ダ

ム方面と 21世紀の森方面の分岐）→13：30 21 世紀の森登山口到着→14：00県庁

でした。 

 

交差登山は、結構面白いです。是非、他の山でもやりたいですが、交差する場所や

時間を間違えると大変なトラブルになるので携帯が入らないところでは、比較的性

能の良いトランシーバーが必要になるのでしょう。 
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登 山 日 記 所 長 の 

詳しくはブログをみてね。 

http://isaoyamanobori.blog74.

fc2.com/ 

 
 
 

 


